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≪局長だより≫ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 宮城県内の雇用情勢は、６月の有効求人数が3.8

万人余、有効求職者数3.4万人余で、ともに前月よ

り増加しました。それぞれ1.1%、5.2%の増で求職者

の増のほうが大きいため、有効求人倍率は、1.21倍

と１倍を上回っているものの前月比で低下（低下は

6か月連続）しました。月間有効求人数が前月より

増加したのは18か月ぶりですが、前年同月比では

28%減であること、また、コロナの影響での解雇・

雇止め（見込みを含む。ハローワーク等での把握数

）は、県内で81事業所、労働者数702人となってい

ますので、コロナ影響でまだまだ厳しい状況が続い

ています。 

県内事業所には雇用維持をお願いしており、特に

中小事業所には雇用調整助成金（雇調金）を活用し

て雇用を維持していただきたいとお願いしていると

ころ、これまで県内での雇調金の申請件数は１万1

千件を超え、うち9割近くを支給決定しており、労

働者数で7、8万人の雇用維持に活用してもらってい

ると考えています。様々な事情で休業手当を受け取

れない労働者が申請できる休業支援金・給付金も申

請・処理を開始しております。 
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今後も労働局の支援策の活用をよろしくお願いし

ます。 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１．「雇用調整助成金」及び「休業支援金」の申請

を受け付けています 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成

金については、11,129件の申請があり、うち9,774

件について支給決定を行い、支給額は9,197,174千

円となっています。(7月31日現在) 

 申請期限は「支給対象期間」の最終日の翌日から

起算して2ヶ月以内（申請対象期間の初日が1/24～

5/31までの申請期限は、特例により令和2年8月31日

まで）となっていますので、ご注意ください。 

 

 また、事業主の指示により休業し、その休業に対

する賃金（休業手当）を受け取ることができない中

小事業主の労働者を対象とした新型コロナウイルス

感染症対応休業支援金・給付金の申請受付が開始さ

れました。(対象期間:令和2年4月1日から9月30日） 

 申請書には事業主記載欄がありますので、従業員

から依頼があった際はご協力をお願いいたします。 

  

【お問合せ先】 

 ・雇用調整助成金 

  職業対策課（022-299-8063） 

 

 ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給

付金 

    新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給

付金コールセンタ－（0120-221-276） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２．ハローワーク塩釜移転のお知らせ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ハローワーク塩釜は、令和2年7月27日(月)から新

庁舎で業務を行っております。 

 

【移転後の住所・連絡先】 

〒985-0016  

塩釜市港町1-4-1 マリンゲート塩釜3F 

TEL 022-362-3361 FAX 022-362-2415 

（TEL番号、FAX番号は移転前と同じです） 

 

【お問合せ先】職業安定課（022-299-8061）  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３．（事業者向け）正社員雇用奨励金のご案内 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

県では、新型コロナウイルス感染症の影響で解雇

や雇い止め等の理由により離職を余儀なくされた方

を正社員として雇い入れた事業主に対して奨励金を

支給する「みやぎ正社員雇用緊急対策事業」を実施

しています。 

 

◆正社員雇用奨励金：雇用者一人当たり中小企業等

の事業主については４５万円、それ以外の事業主に

ついては２０万円を支給 

◆申請期間：令和３年２月２６日まで 

◆対象事業主の要件等については、雇用対策課ホー

ムページをご覧ください。 

 

●ＨＰ 

 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/seish

ainnkoyou.html 

 

【お問合せ先】宮城県雇用対策課 労政調整班 

（022-211-2771） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４．複数の会社等で働かれている方への労災保険給

付が変わります 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和 2年 9月 1日から施行される「雇用保険法

等の一部を改正する法律(令和 2年法律第 14

号)」の労災保険法関係部分について、制度の概

要等をご覧いただけます。 

 

●制度の概要等の詳細はこちら 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun

ya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukug

you.html 

 

【問い合わせ先】労災補償課（022-299-8843） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５．2020年1月～6月末の労働災害発生状況 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/seishainnkoyou.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/seishainnkoyou.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html


4 

 

宮城労働局は、2020年1月から6月までの休業4日

以上の労働災害発生状況（速報値）を取りまとめま

した。 

 

●労働災害発生状況の概要（R2.7.8現在速報値） 

1. 休業4日以上の労働災害発生状況 

(1)死傷者数は、933人(前年同期比2.2%減少)となっ

ています。 

(2)死亡者数は6人となっており、前年同期に比べ4

人減となっています。事故型別にみると、「激突さ

れ」が3人、「おぼれ」が2人、「交通事故(道路)」1

人となっています。 

(3)主要業種別では、製造業が198人（21.2％）と最

も多く、次いで商業が150人（16.1％）、陸上貨物運

送事業131人（14.0％）、建設業130人（13.9％）、保

健衛生業110人（11.8％）の順となっており、特に

、保健衛生業（病院、社会福祉施設等）における災

害は前年同期比32.5％増（27人増）の大幅増となっ

ています。 

(4)起因物別の死傷者数は、動力機械による災害が

全体の１／４以上(265人28.4%)を占めています。 

(5)事故の型別の死傷者数は、「転倒災害」が234人

(25.1%)と最も多く、次いで、「墜落・転落災害」が

182人(19.5%)、「動作の反動・無理な動作」が119人

(12.8%)の順となっています。 

(6)「転倒災害」について、年別の発生状況を見る

と、近年における全災害に占める転倒災害の割合は

20%～30%で推移しており、ほぼ横ばい状態となって

います。 

(5)年代別の死傷者数は、「50代」が252人(27.0%)と

最も多く、次いで「40代」が188人(20.2%)、「60代

」が185人(19.8%）となっています。 

また、転倒災害の70.9％は50代以上となっていま

す。年代別に見ると、概ね年代が上がるごとに転倒

災害の占める割合が増加しており、50～60代におけ

る災害の30％以上、70代では半数以上が転倒災害と

なっています。 

その他、詳細については、宮城労働局ホームペー

ジ「統計情報」に掲載しています。 

 

●令和元年1月～6月末の労働災害発生状況 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/1/120/123/12315.html 

 

【お問合せ先】 健康安全課（022-299-8839） 

 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/120/123/12315.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/120/123/12315.html
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

６．令和元年度宮城県内における個別労働紛争解決

制度の施行状況について 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事

業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラ

ブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度

で、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導

」、紛争調整委員会による「あっせん」の３つの方

法があります。 

令和元年度の宮城県内における施行状況のポイン

トは、以下の３項目になります。 

（１）総合労働相談の件数は２万１７９６件で、１

３年連続で２万件を超え、高止まり。 

（２）民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指

導の申出件数は「いじめ・嫌がらせ」がトップ（民

事上の個別労働紛争の相談件数は５０９４件のうち

１４９１件で７年連続、助言・指導の申出件数は１

８８件のうち６６件で９年連続）。 

（３）あっせんに関しては、「解雇」に関する申請

件数が４年ぶりに「いじめ・嫌がらせ」の申請件数

を上回った（８１件のうち２２件）。 

 

宮城労働局では、今回の施行状況を受けて、総合

労働相談コーナーに寄せられる労働相談への適切な

対応に努めるとともに、助言・指導及びあっせんの

運用を的確に行うなど、引き続き、個別労働紛争の

未然防止と迅速な解決に向けて取り組んでいきます

。 

 

●施行状況の詳細はこちら 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/content/contents/000683488.pdf 

 

【お問合せ先】雇用環境・均等室（022-299-8844） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

７．「子育てサポート企業」として新たに３社を認

定しました！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

宮城労働局では、次世代育成支援対策推進法に基

づき、次の３社を新たに認定（くるみん認定）し、 

令和2年7月15日に認定通知書を交付しました。 

 

・認定企業（くるみん認定１回目） 

 ◆株式会社ソノベ 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/000683488.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/000683488.pdf
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 ◆北日本電線株式会社 

◆東北緑化環境保全株式会社  

 

「くるみん認定」は、従業員の子育て支援に積極

的に取り組んでいる企業（子育てサポート企業）と 

して、次世代育成支援のための行動計画を達成した

企業のうち、一定の基準を満たした企業を認定する

制度です。 

今回の認定により、宮城県内の「くるみん」認定

企業は、41社となりました。 

 

●宮城県内の認定企業一覧 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/1/120/124/12441.html 

 

【お問合せ先】雇用環境・均等室（022-299-8844） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★バックナンバー 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/1/140/141_2020.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★メルマガ配信の停止・配信先の変更 

https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobile?

ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

・当メールマガジンは毎月１回の定期号に加えて、 

 臨時号を随時配信します。 

・新規登録されると、登録翌日の午前10時に最新刊 

 を配信します。 

・文字は、１行の文字数が22文字以上となる大きさ 

 で、かつＭＳゴシックなどの等幅フォントでご覧 

 ください。 

・登録していないにも関わらず本メールが配信され 

 た場合は、他の方が間違えて登録した可能性があ 

 りますので、上記の配信停止の手続きをお願いし 

 ます。 

・当メールマガジンの送信元アドレスは、送信専用 

 となっており、返信できません。 

・携帯メールには対応しておりません。 

・当メールマガジンの内容の全部または一部につい 

 ては、私的使用または引用など著作権法上認めら 

 れた行為として、出所を明示することにより、引 

 用、転載、複製を行うことができます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【配信元】宮城労働局（雇用環境・均等室） 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/120/124/12441.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/120/124/12441.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/140/141_2020.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/140/141_2020.html
https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobile?ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311
https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobile?ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311
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  〒983－8585 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町１ 

         仙台第四合同庁舎 

  電話 022－299－8834 

  宮城労働局ホームページ 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/

